
２０２４年春闘アピール 
 
金融の職場ではたらく皆さん 
 
  ２０２２年から続く物価高騰は私たち国民の生活を苦しめています。２３春闘では、賃上げ
が行われた企業が多いですが、私たちの生活は全く改善されず、２０２３年１１月の毎月勤労
統計調査で実質賃金は２０ヶ月連続でマイナスとなりました。政府は物価上昇を上回る賃上げ
を謳っていますが、私たちの生活は苦しさを増しています。私たちの生活を豊かにするために
は、政府や企業がいう賃上げ額に踊らされるのではなく、賃金はいくら必要なのかを私たち一
人ひとりが考える必要があります。 
日本は先進国の中で唯一３０年近く賃金が上がっていません。他の先進国は賃金が引き上げら

れるとともに、経済が成長しています。近年、物価も賃金も上がってこなかった日本は、豊かな
国とはいえなくなっています。社会は経済成長と賃上げの両方が伴わなければなりません。その
ためにも継続的な賃上げが必要不可欠です。私たち労働者の生活を守るのは、私たちの運動でし
かなし得ません。 

  金融労連は「１日８時間働けばまともな生活ができる」賃金の確立や、安心して働き続けられ
る雇用の実現など、生活改善と職場改善に向けて、全国の仲間の力を結集して精一杯たたかいま
す。 

  賃金交渉では、生活実態の改善をめざして、企業の支払い能力論にひるむことなく、私たちの
「生計費原則」にもとづいた賃金要求にこだわった交渉に取り組みます。 
そのためにも、企業の枠を超えて、地域の他産業の労働組合や利用者・中小業者と共同した運

動に取り組み、地域から信頼される労働組合をめざします。 
 
金融の職場ではたらく皆さん 
 
  金融労連は以下の５項目を２０２４年春闘の重点項目として全国・地域の仲間と共同して運
動に取り組みます。 

 
① 生計費原則にもとづく賃金の大幅引き上げと格差の是正 

    （月額２万５千円以上、時間額１５０円以上） 
② 定年再雇用者を含む非正規労働者の雇用確保、賃金・労働条件改善と組織化 
③ パワハラをはじめ、全てのハラスメントの根絶 
④ 奨学金返済負担の軽減 
⑤ 労働時間の短縮 

 
金融の職場ではたらく皆さん 
 
  政府は、同一地域の地方銀行同士の合併に独占禁止法を適用しない特例法や金融機能強化法
の改正により、地域金融機関の経営強化策として再編を打ち出しています。職場では、雇用不
安や慢性化した人員不足、ノルマによる労働強化、ハラスメントによるメンタルヘルス不全な
どで労働者は疲弊しきっています。 
また、日銀のマイナス金利政策が、地域金融機関の経営を悪化させ、体力を奪う中で、経営者

は地域金融機能の発揮よりも如何に生き残るかを考える状況になっています。 
そのような実態では、いくら金融庁が「顧客本位の業務運営に関する原則」を掲げても形だけ

のものになりかねず、「真の顧客本位の業務運営」のためには、早急な金融政策の転換が求めら
れます。 

  大幅賃上げと職場環境の改善、働く者の権利と地域経済・利用者を守るためには、私たち労働
者の団結が何より大切です。 

  一人でも多くの仲間が金融労連へ結集することが、職場の切実な要求実現の大きな力になりま
す。全国の金融の職場で働くみなさんが、金融労連とともに、すべての労働者の生活向上と権利
向上を求める運動に取り組まれることを、ここに心から訴えます。 

 
２０２４年１月２８日  

全国金融労働組合連合会 第１８回中央委員会  


